
 

 墨田区契約事務規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年１２月１０日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区規則第１１２号 

  



   墨田区契約事務規則の一部を改正する規則 

 墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第１１号）の一部を次の表のように改

正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  

（随意契約によることができる場合の予定

価格の額） 

第４０条の２ 施行令第１６７条の２第１項

第１号の規則で定める額は、次に掲げると

おりとする。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 財産の買入れ １５０万円 

 ⑶ 物件の借入れ ８０万円 

 ⑷ 財産の売払い ５０万円 

 ⑸ 〔略〕 

 ⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの １０

０万円 

（前金払） 

第４７条 公共工事の前払金保証事業に関す

る法律（昭和２７年法律第１８４号）第５

条の規定により登録を受けた保証事業会社

の保証に係る同法第２条第１項に規定する

公共工事については、当該契約の相手方に

対し、契約金額の３割（地方自治法施行規

則（昭和２２年内務省令第２９号）附則第

３条第１項に規定する土木建築に関する工

事については４割）を超えない範囲内で、

次に定める額を限度として、前金払をする

ことができる。 

 ⑴ 地方自治法施行規則附則第３条第１項

に規定する土木建築に関する工事 ８億

円 

 ⑵ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

別表 
 

委任する事務の範囲  
１ １件の予定価格又は単価契約におけ

る発注予定金額が６００，０００円未

満の物品の調達に関する契約の締結に

関すること。 

〔同左〕 

 

第４０条の２ 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 財産の買入れ ８０万円 

 ⑶ 物件の借入れ ４０万円 

 ⑷ 財産の売払い ３０万円 

 ⑸ 〔略〕 

 ⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの ５０

万円 

〔同左〕 

第４７条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 地方自治法施行規則附則第３条第１項

に規定する土木建築に関する工事 ４億

円 

 ⑵ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

別表 
 

委任する事務の範囲  
１ １件の予定価格又は単価契約におけ

る発注予定金額が３００，０００円未

満の物品の調達に関する契約の締結に

関すること。 



２ １件の予定価格又は単価契約におけ

る発注予定金額が６００，０００円未

満の印刷製本に関する契約の締結に関

すること。 

３ １件の予定価格が６００，０００円

未満の修繕及び法定点検に関する契約

の締結に関すること。 

 

 

 

４ １件の予定価格又は単価契約におけ

る発注予定金額が６００，０００円未

満の次に掲げる借上げ等に関する契約

（墨田区長期継続契約とする契約を定

める条例（平成１８年墨田区条例第９

号）第２条に規定する契約を除く。）

の締結に関すること。 

 ⑴ 物件の借上げ（６の項に規定する

契約を除く。） 

 ⑵ 〔略〕 

 ⑶ 業務の委託等 

５ 〔略〕 

６ 物件の借上げに係る契約の契約期間

満了後に、当該物件と同一の物件又は

その一部を引き続き借り上げる契約の

締結に関すること。  
 

２ １件の予定価格又は単価契約におけ

る発注予定金額が３００，０００円未

満の印刷製本に関する契約の締結に関

すること。 

３ １件の予定価格が３００，０００円

未満の次に掲げる修繕等に関する契約

の締結に関すること。 

 ⑴ 自転車、自動車等の修繕及び法定

点検 

 ⑵ テレビ、ラジオ等備品類の修繕 

４ １件の予定価格又は単価契約におけ

る発注予定金額が３００，０００円未

満の次に掲げる借上げ等に関する契約

（墨田区長期継続契約とする契約を定

める条例（平成１８年墨田区条例第９

号）第２条に規定する契約を除く。）

の締結に関すること。 

 ⑴ 物件の借上げ 

 

 ⑵ 〔略〕 

 ⑶ 業務等の委託 

５ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

  
 

  

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行し、令和８年４月１日以後に締結する契約から適用

する。 

 


